
 

環境厚生常任委員会 
 

日 時  平成３０年６月８日（金） 
午後３時００分 ～ 

場 所  第３委員会室 
 
１ 開 議 

 
 
２ 子どもの権利条例（仮称）について 

 

 

３ その他 



亀岡市子どもの権利条例（仮称）（案） 

 

前文 

（省略） 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、児童の権利に関する条約（平成６年条約第２号）の理念

に基づき、子どもの権利が保障されるように、市等の責務を明らかにし、市

の施策について基本的な事項を定めることにより、子どもが安心して学び育

つことができる地域社会の実現を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

⑴ 子ども 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）に規定する

子どもをいう。 

⑵ 保護者 子ども・子育て支援法に規定する保護者をいう。 

⑶ 子どもに関する施設 市内の児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）

に規定する児童福祉施設、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に規定

する学校、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に

関する法律（平成１８年法律第７７号）に規定する認定こども園及び社会

教育法（昭和２４年法律第２０７号）に規定する社会教育に関する施設そ

の他の子ども・子育て支援に関する施設をいう。 

⑷ 市民等 市内に居住、通勤又は通学等をする者をいう。ただし、子ども・

子育て支援法に規定する子どもを除く。 

⑸ 子どもの権利 児童の権利に関する条約（平成６年条約第２号）に規定

する権利をいう。 

（基本理念） 

第３条 子どもは、個人としての尊厳が尊重され、子どもの権利が保障される。 

２ 子どもの権利の保障は、次の各号に掲げる事項を基本理念として推進され



なければならない。 

⑴ 権利の主体である子どもが、その年齢と発達に応じた子どもの権利を自

ら行使できるように支援されること。 

（市等の責務） 

第４条 市は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、あ

らゆる施策を通じて子どもの権利を保障しなければならない。 

２ 市は、子どもの権利が広く保障されるよう、国、他の公共団体等との連携

に努めるものとする。 

３ 保護者は、基本理念にのっとり、子どもの最善の利益が実現されるよう子

どもを監護し、子どもの権利を保障しなければならない。 

４ 子どもに関する施設の設置者、管理者及び職員は、基本理念にのっとり、

子どもに関する施設において、子どもの権利を保障しなければならない。 

５ 市民等は、基本理念にのっとり、相互に連携、協力し、子どもの権利を保

障しなければならない。 

（子どもの権利の普及） 

第５条 市は、子どもの権利の普及及び啓発を行うものとする。 

（子どもの権利の日） 

第６条 市は、子どもの権利についての関心及び理解を深めるため、亀岡市子

どもの権利の日（以下「権利の日」という。）を設ける。 

２ 権利の日は、１１月２０日とする。 

３ 市は、権利の日の趣旨にふさわしい事業を行うものとする。 

 

第２章 基本的施策 

（基本計画） 

第７条 市は、子どもに関する施策の推進に際し子どもの権利の保障が総合的

かつ計画的に図られるための基本計画を策定し、定期的に検証し、必要に応

じて改定するものとする。 

２ 市は、基本計画を策定または改定するに当たっては、市民の意見を反映す

ることができるよう適切な措置を講ずるものとする。 

３ 市は、基本計画の推進状況を毎年、議会へ報告するものとする。 



４ 議会は、基本計画の推進状況を監視及び評価するとともに、必要に応じて

提言等を行うものとする。 

（推進体制） 

第８条 市は、子どもの権利を保障する観点から子どもに関する施策を総合的

に企画し、調整及び実施するために必要な体制を整備するものとする。 

（財政上の措置） 

第９条 市は、子どもに関する施策の充実を図り、子どもの権利の保障を推進

するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。 

（条例の見直し） 

第１０条 議会は、子どもの権利の保障が総合的かつ計画的に推進されている

かどうかを検証し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検

討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

（委任） 

第１１条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、

規則で定める。 

 

附 則 

 

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 


















